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６月号

１

第 回定時社員総会を開催

５月１９日 木 午後３時から、宇都宮市の宇都宮東武ホテルグランデにおいて、第１０

回定時社員総会を開催しました。総会成立要件を満たす１７３名（委任状出席を含む）が

出席し、全議案について承認可決されました。

 

【挨拶する菊池会長】 【会場風景】  
公益法人になって１０年目の節目にあたります今年度の定時社員総会は、新型コロナウイルス感

染症が全国的に増加傾向のなか、変異株の確認が栃木県内においても拡大している状況を鑑み、昨

年同様、表彰式や懇親会を取り止め、感染防止対策を講じて規模を縮小して開催いたしました。

神山副会長の司会で始まり、山本副会長の開会宣言に続き、菊池会長が挨拶を行いました。総会

に先立ち、湯澤常務理事が、本日の出席会員が２３名、委任状提出会員１５０名、合計１７３名の

出席会員は定款に定める定足数を満たしており、社員総会が有効に成立していることを報告いたし

ました。その後、定款に基づき山口副会長が議長に選任され、仲田理事と熊本理事を議事録署名人、

書記に若月理事と藤平主査を指名し、議案の審議に入りました。

湯澤常務理事が次第に基づき、令和２年度に実施した諸事業及び決算内容について説明した後、

茂垣監事が、適正に処理されていることを認めると監査報告を行いました。その後、議長が会員に

諮ったところ、満場異議なく原案どおり承認、可決されました。引き続き、湯澤常務理事が、定款

の一部変更について説明し、その後、議長が会員に諮ったところ、出席社員全員の賛成により原案

どおり承認、可決されました。（議決権総正会員（１９３名）の４分の３以上案件）

以上の３議案全ての議案が承認可決された後に、令和３年３月１２日に開催の第５５回理事会に

おいて承認された令和３年度の事業実施計画及び収支予算の内容を報告され、最後に加藤副会長が

閉会を宣言しました。 
第１号議案 令和２年度事業実施報告について

第２号議案 令和２年度決算承認について

第３号議案 定款の一部変更について

報告事項１ 令和３年度事業実施計画について

報告事項２ 令和３年度収支予算について



2

～協会ニュース～ 

２

令和２年度事業実施報告

Ⅰ【公益目的事業】

１ 適正処理推進事業 
（１）産業廃棄物管理票（マニフェスト）の普及啓発及び頒布 

産業廃棄物の適正処理のため、廃棄物処理法で義務付けられている産業廃棄物管理票の普

及啓発を推進するほか、公益社団法人全国産業資源循環連合会が作成した管理票を広く排出

事業者や産業廃棄物処理業者等に頒布拡大を図った。令和 2 年度は、産業廃棄物マニフェス

ト 111,000 セット、建設系廃棄物マニフェスト 228,100 セットを頒布した。また、電子マニ

フェストの普及啓発を目的とした次の研修会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

開催を中止した。 
〇電子マニフェスト導入実務研修会

〇電子マニフェスト操作体験セミナー

（２）排出事業者、処理業者、県民等に対する産業廃棄物に関する相談・指導 
排出事業者、処理業者、県民等からの産業廃棄物に関する相談に指導・助言するとともに、

排出事業者からの処理業者の問い合わせに対し、適正処理を行う会員処理業者等の紹介をす

るなど、約 4,400 件の適切な指導助言を行った。 
（３）廃棄物処理アドバイザリー事業 

排出事業者の委託契約、マニフェストの運用、廃棄物処理法第 12 条第 7 項に定める処理

状況現地確認、法に基づく手続き等に際し、支援、助言を行った。12 件契約。 
（４）産業廃棄物の適正処理等に関する調査研究 

公益社団法人全国産業資源循環連合会や関係機関と連携して、産業廃棄物の適正処理等に

関する動向や課題等を把握するための調査研究を行った。 
（５）不法投棄・不適正処理防止対策の推進 

栃木県と締結している「不法投棄等の情報提供に関する協定」に基づき、不法投棄等の監

視を実施しているが、令和 2 年度の通報案件なし。 
（６）災害廃棄物処理支援事業 

第 3 条第 2 項を追加した協定を令和 2 年 9 月 30 日付けで再度締結し、被災した市町から直接

応援要請を受けることが可能になった。 

２  研修事業 
（１）産業廃棄物の適正処理等に係る実務者研修 

産業廃棄物の適正処理の推進及び産業廃棄物処理業者の資質向上を図るため、産業廃棄物

処理業者や排出事業者等の産業廃棄物を取り扱う実務担当者を対象に、産業廃棄物の適正処

理に必要な基本的事項を中心とした研修会を実施した。 
開催日：令和 2 年 9 月 29 日 
場 所：栃木県総合文化センター（宇都宮市）

内 容：①廃棄物処理法の基礎知識、物の区分について 
                 ②新型コロナ対策としての廃棄物処理法令の改定について 

講 師：ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡 文明 氏

参加者：63 名（会員 名）

（２）産業廃棄物の適正処理に関する研修 
栃木県、宇都宮市、公益財団法人栃木県環境保全公社等との共催により、排出事業者及び

産業廃棄物処理業者を対象に、廃棄物処理法の解説及び廃棄物処理法に係る行政情報に関す
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～協会ニュース～ 

３

る講習会を実施した。 
〇排出事業者における産業廃棄物の適正処理に関する講習会

開催日：令和 2 年 11 月 24 日 
場 所：栃木県教育会館（宇都宮市） 
内 容：①産業廃棄物排出事業者向け講習会

不適正事案から学ぶ排出事業者の法令遵守について

講師：佐藤泉法律事務所 佐藤 泉 氏

②産業廃棄物多量排出事業者向け講習会

廃棄物・リサイクルガバナンスと製品ライフサイクルを通した廃棄物発生抑制

の取り組み

講 師：花王株式会社栃木工場 大塚 博司 氏

参加者：340 名 
〇産業廃棄物の適正処理に関する講習会

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止した。 
（３）労働安全衛生に関する研修 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止した。 
（４）トップセミナー

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止し、代替事業として、栃木県と新型コロ

ナウイルス感染症により廃棄物処理業界がどのような影響を受けているか、また、何に困ってい

るのかを把握するため、栃木県内の産業廃棄物処理業者へアンケート調査を実施した。

（５）産業廃棄物処理検定の試験対策研修会 
産業廃棄物処理検定の中止に伴い、開催を中止した。 

３  普及啓発・情報提供事業 
（１）産業廃棄物処理施設に係る県民の理解促進 

栃木県、 公財 栃木県環境保全公社等と連携を図りながら、産業廃棄物処理施設の重要性

や安全性について正確な情報を発信するなど、処理施設に対する県民の理解促進のための啓

発事業を行った。 
〇ごみ処理施設見学コンシェルジュ事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止した。

〇廃棄物処理施設紹介動画

廃棄物処理施設において、どのような廃棄物をどのように処理・再資源化しているかをネッ

トの動画で紹介する「廃棄物処理施設探偵隊」のＤＶＤを作成した。

〇環境学習出前事業

青年部員が県内の小学校等に出向き、パッカー車（ごみ収集車）の仕組みやごみ収集の仕事

などについて、実物を見ながら説明をしたほか、パッカー車を操作する作業を体験してもらっ

た。 
＊開催日、場所

①令和 2 年 9 月 16 日、大田原市立奥沢小学校

②令和 2 年 9 月 29 日、大田原市立紫塚小学校

③令和 2 年 10 月 26 日、栃木市立大平西小学校

④令和 2 年 10 月 27 日、那須塩原市立塩原小中学校

⑤令和 2 年 12 月 3 日、佐野市立吉水小学校
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～協会ニュース～ 

４

（２）協会だよりの発行 (第 97 号～第 108 号) 
廃棄物行政情報、産業廃棄物処理業界の実態や動向、協会の活動状況などについて、協会

機関誌「協会だより」を毎月１回発行するとともにホームページにも掲載し、産業廃棄物行

政や協会の活動状況等各種情報を提供した。 
（３）ホームページの運営 

排出事業者や処理業者等に産業廃棄物に関する最新の情報をより迅速に発信するととも

に、協会の事業活動について情報提供を行った。 

４  栃木県環境保全緊急対策基金事業 
栃木県環境保全緊急対策基金からの執行はなかった。年度末の基金残高 約 78 百万円を足利

銀行の決済用普通預金に預けている。 

Ⅱ【共益事業等】

１  組織強化事業 
（１）新規会員の加入促進による組織の強化 

協会組織の充実強化を図るため、県内に事業所を有する協会未加入許可業者に対しパンフ

レットを配布するほか、各種講習会等の場を活用して加入勧誘するなど、新規会員の加入促

進に努めた。 
◆会員の動向（令和 3 年 3 月 31 日現在） 

会員種類 令和元年度 令和 2 年度 
（令和 2 年度内訳） 
新規加入 退 会 

正 会 員 １９６社 １９８社 ６社 ４社 

賛助会員   ２５社   ２４社 ― １社 

合 計 ２２１社 ２２２社 ６社 ５社 

（２）会員名簿の作成・配布 
会員の最新の許可事項及び災害廃棄物処理応援体制を取り纏めた名簿を作成し、会員、行政機

関及び関係団体機関に配布した。 

２  意識啓発向上事業 
（１）表彰 

産業廃棄物の適正処理に貢献し、県民の生活環境の保全に寄与した個人及び事業所の功労

を讃え顕彰するため、当協会の各種表彰並びに行政及び上部団体への推薦を行った。 
  ①協会会長表彰                      協会功労者 2 名 

                                                  優良事業所 7 社 
                                                  永年勤続者   8 名 
                                                  優良従事者  13名 
        ②公益社団法人全国産業資源循環連合会会長表彰 地方功労者        2 名 
                                優良事業者     1 社 
                                地方優良事業所     4 社 
                                優良従事者         4 名 
        ③栃木県公衆衛生大会 知事表彰 保健衛生事業功労者            1 名 

大会長表彰 保健衛生事業功労者            2 名 
        ④環境保全功労者等環境大臣表彰 地域環境保全功労者表彰  1 名 
        ⑤循環型社会形成推進功労者等大臣表彰 産業廃棄物関係事業功労者表彰 1 名 
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（２）会員名簿の作成・配布 
会員の最新の許可事項及び災害廃棄物処理応援体制を取り纏めた名簿を作成し、会員、行政機
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２  意識啓発向上事業 
（１）表彰 
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を讃え顕彰するため、当協会の各種表彰並びに行政及び上部団体への推薦を行った。 
  ①協会会長表彰                      協会功労者 2 名 

                                                  優良事業所 7 社 
                                                  永年勤続者   8 名 
                                                  優良従事者  13名 
        ②公益社団法人全国産業資源循環連合会会長表彰 地方功労者        2 名 
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        ⑤循環型社会形成推進功労者等大臣表彰 産業廃棄物関係事業功労者表彰 1 名 

～協会ニュース～ 

５

（２）優良産業廃棄物処理施設等の視察研修 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止した。 

（３）反社会的勢力排除のための研修会 
産業廃棄物処理業界から反社会的勢力を排除するため、最近の暴力団情勢や産業廃棄物処

理業界における暴力団排除対策の必要性などについて、研修会を実施した。 
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②反社会的勢力による不当要求対応要領

講師：公益財団法人栃木県暴力追放県民センター 職員

参加者：37 名

（４）産廃手帳の配布 
公益社団法人全国産業資源循環連合会が発行する令和 年版手帳を購入し、希望会員に配布し

た。 
（５）行政等からの情報伝達 

行政や関係団体からの法改正や通知等を会員に送付し、周知徹底を図るとともに、協会ホ

ームページにおいても、法改正や会員情報等の充実を図りながら最新情報を迅速に発信し、

会員の資質向上及び適正処理の推進に努めた。 
（６）許可更新の通知 

会員の産業廃棄物処理業許可の期限切れを防止するため、対象会員に対し処理業許可の更

新の通知を行った。 
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場 所：栃木県庁 北別館（宇都宮市）
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イ．その他
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る体制を構築するため、一般社団法人栃木県環境美化協会との意見交換会を実施した。
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～協会ニュース～ 

７

産業廃棄物処理業界の社会的地位と発展を図るため、以下の会議等を通じて、組織の活性化

を図った。 
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り宇都宮市の宇都宮東武ホテルグランデにおいて開催し、令和元年度事業実施報告及び決算

承認、理事の改選について、満場異議なく原案どおり承認、可決された。 
（２）理事会 

年 6 回開催し、総会で議決した事業計画に基づく事項等の執行について、審議、決定した。 
（３）三役会 
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（４）委員会 
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棄物処理に関する動向や諸課題を把握し、事業展開の方向性、情報の共有化等に向けて検討

を行った。 
・適正処理・調査研究委員会 
・研修委員会 
・普及啓発・情報委員会 
・相談指導委員会 

（５）交流会 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止した。

（６）栃木県日光杉並木街道保護基金への寄附 
日光杉並木街道の保護のため、設置者である栃木県に 10 万円の寄附を行った。 

 

― 令和３年度 会長表彰受賞者 ―  
○協会功労者 〇優良従事者

 髙𣘺𣘺 昇 株式会社ワタル商事  小林 靖 川上建設株式会社

 吉成 智 株式会社栃木コンポスト 飯塚 亘 株式会社セルクリーンセンター

○優良事業所｣  山本 広樹 株式会社セルクリーンセンター

株式会社アクトリー 阿久津 結香 株式会社八幡

株式会社Ｒエンジニアリング 大野 孝 有限会社関東実行センター

有限会社鶴見建材工業 星野 和良 有限会社関東実行センター

株式会社荒川クリーンライフ 大橋 隆宏 サンエコサーマル株式会社

株式会社ネオ・ナチュール 手塚 勝 渡辺産業株式会社

協栄産業株式会社 螺良 真一 株式会社日環

株式会社神田建設 嶋崎 清治 株式会社日環

○永年勤続者 中澤 賢一 株式会社ウスイ産業

浅川 慎太郎 株式会社八幡

 小島 安男 サンエコサーマル株式会社 〇第 回栃木県公衆衛生大会知事表彰受賞者 
 廣澤 肇 栃木ハイトラスト株式会社 （祝い金贈呈）

 柳沼 正幸 栃木ハイトラスト株式会社 関野 仁 関野建材工業株式会社 
 齋藤 昇 株式会社鵜沼機工 
 秋山 和弘 メルテック株式会社
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～協会ニュース～ 

８

繰り越し・省 型リサイクル等高度化設備導入促進事業の公募について

【補助対象事業】プラスチックリサイクル高度化設備緊急導入事業

【公募期間】 令和３年５月１３日（月）～ 令和３年６月１８日（金）１７時必着

【公募説明会】 予定なし

＊廃棄物・３Ｒ研究財団ホームページにて動画を配信中

【お問い合わせ】公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 事業支援部

：

廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業の公募について

【事業概要】 地元自治体と災害廃棄物受け入れ等に関する協定を結ぶことで、地域のレジリ

エンスの向上に貢献し、かつ、地域内での資源・エネルギーの循環利用による

地域活性化や地域外への資金流出防止等のマルチベネフィットの達成を図る事

業を支援。（施設導入に必要な経費（建築、土木工事は原則除く）の を補助）

【補助概要】 （１）補助対象者

処理業又は産業廃棄物処理業を行う事業者

（２）補助対象設備

①廃棄物高効率熱回収事業

② １廃棄物燃料製造事業

② ２廃棄物燃料受入事業

【公募期間】 令和３年５月２４日（月）～ 令和３年６月２５日（金）

【公募説明会】予定なし

＊６月初旬頃より廃棄物・３Ｒ研究財団ホームページにて動画配信を予定

【お問い合わせ】公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 事業支援部

：

 

低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業の公募について

【事業概要】 中小トラック運送業者におけるトラックの更新需要をトップクラスの燃費レ

ベルに誘導するため、低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業について、

車両導入経費の一部を補助。

【申請受付期間】令和３年５月２８日（金）～ 令和４年１月３１日（月）

【お問い合わせ】一般財団法人環境優良車普及機構

「低炭素型ディーゼル車普及事業」執行グループ

：

 

省エネルギー設備投資に係る利子補給金の公募開始について

【事業概要】 省エネルギーに資する設備投資等を行う民間団体等に対して、沖縄振興開発

金融公庫及び執行団体ホームページが指定する金融機関が行った融資に係る

利子の一部を補給。

【申請受付期間】第１回 令和３年 ６ 月１日（火）～ ６ 月３０日（水）

第２回 令和３年 ７ 月７日（水）～ ８ 月１８日（水）

第３回 令和３年 ８ 月下旬 ～ １０月上旬（予定）

第４回 令和３年１０月下旬 ～ １１月中旬（予定）

【お問い合わせ】一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第１部 利子補給金担当

ホームページ
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～会社訪問～

９

≪会社訪問≫

今回は、若月理事の鈴運メンテック 株 と臼井理事のウスイ産業 株 を訪問しました。

１ 会社概要

会社名：鈴運メンテック株式会社 代表取締役 若月 裕之

住 所：栃木県宇都宮市鶴田 丁目 －

創 業：昭和 年、従業員 名

２ 許可の取得状況

《産業廃棄物処理業》

〇産業廃棄物収集運搬業

・栃木県、埼玉県、福島県、宮城県、茨城県、千葉県、山形県、群馬県、神奈川県

〇特別管理産業廃棄物収集運搬業

・栃木県

〇産業廃棄物処分業

・栃木県 中間処理業

《一般廃棄物処理業》

〇一般廃棄物収集運搬業

・宇都宮市、鹿沼市、日光市、那須塩原市、栃木市、大田原市、さくら市、矢板市、壬生町、

上三川町、那須町

《主な認定・認証取得》

・優良産廃処理業者認定 栃木県取得

・ 品質マネジメントシステム認証取得

・ 環境マネジメントシステム認証取得

・とちぎＳＤＧｓ推進企業登録

・とちぎ健康経営事業所認定

・宇都宮まちづくり貢献企業認定

３ 施設概要

当社は昭和 年に創業、現在に至るまで 年余りの長期にわたり、行政より委託された収集運

搬業務の実績があります。そして、常に安全で確かな技術をもって循環型社会の形成と快適な環

境づくりに貢献しております。

４ 会社からひと言

当社は、廃棄物の収集・運搬・処理をはじめ、高速道路のメンテナンス業務、運送事業、ハイウ

ェイショップの営業などを通じて、常に地域に密着した事業活動を展開しております。社員一人

一人が研鑽を重ね、誰からも愛される会社を作り上げ、地域社会に貢献することが我々の使命だ

と考えております。
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～会社訪問～

１０

１ 会社概要

会社名：株式会社 ウスイ産業 代表取締役 臼井 伸太郎

住 所：栃木県宇都宮市北若松原 丁目 番 号

創 業：昭和 年、従業員 名

２ 許可の取得状況

《産業廃棄物処理業》

〇産業廃棄物収集運搬業

〇特別管理産業廃棄物収集運搬業

・栃木県、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県、東京都、福島県、宮城県

〇産業廃棄物処分業

・栃木県 中間処理業（破砕）許可番号

《主な認定・認証取得》

・ 環境マネジメントシステム認証取得

・ 品質マネジメントシステム認証取得

３ 施設概要

昭和 年に臼井建材工業としてスタートしました。昭和 年 月にウスイ産業として収集運搬

業許可を取得、平成 年には処分業許可を取得し、総合的な産業廃棄物処理業として再資源環境

整備会社の構築に取り組んで参りました。

４ 会社からひと言

私たちの日常生活の中で、産業廃棄物は様々な形で生まれています。私たちウスイ産業の使命は、

産業廃棄物を単に処理するだけでなく、徹底した分別による再資源化や様々な地域活動を中心と

した「クリーンな環境づくり」を原点としています。

当社は、クリーンな地域環境を次の世代に引き継ぐため、これからも様々な環境保全活動に取り

組んでいきます。

〇このコーナーは、理事から会員皆様にバトンタッチしてゆきたいと思います。
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～会社訪問～

１０

１ 会社概要

会社名：株式会社 ウスイ産業 代表取締役 臼井 伸太郎

住 所：栃木県宇都宮市北若松原 丁目 番 号
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３ 施設概要

昭和 年に臼井建材工業としてスタートしました。昭和 年 月にウスイ産業として収集運搬

業許可を取得、平成 年には処分業許可を取得し、総合的な産業廃棄物処理業として再資源環境

整備会社の構築に取り組んで参りました。

４ 会社からひと言

私たちの日常生活の中で、産業廃棄物は様々な形で生まれています。私たちウスイ産業の使命は、

産業廃棄物を単に処理するだけでなく、徹底した分別による再資源化や様々な地域活動を中心と
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～廃棄物処理問題～

１１
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（３）産業廃棄物が地下に浸透しないように必要な措置を講じた保管施設であること
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～廃棄物処理問題～

１２

Ｑ，次のうち、処分のための保管量の上限に関する規定として正しいものはどれか。

（１）処理施設の平均的な処理量（ 日あたり）に を乗じた数量

（２）処理施設の処理能力（１日あたり）に を乗じた数量

（３）処理施設の平均的な処理量（１日あたり）に を乗じた数量

（４）処理施設の処理能力（１日あたり）に を乗じた数量

（５）処理施設の平均的な処理量（１日あたり）に を乗じた数量

【解説】

産業廃棄物の処分又は再生を行うという名目で処理施設の処理能力に比して過大な量の産業廃

棄物を保管し，最終的にはその産業廃棄物を放置し事実上の不法投棄に至る事例が多いことから

処理施設において保管することができる産業廃棄物の処分等のための保管上限が規定されたも

のであり，処分等のための保管上限は，処理施設の 日あたりの処理能力の 日分となってい

る。

この処理能力とは，産業廃棄物処理施設の設置許可を要する施設にあっては，その許可された処

理能力，それ以外の施設にあっては，定格標準処理能力である。

正解（４）

この処分のための保管量は前回も書きましたが、実際に保管している業者だけが知っていればよ

いということではなかったですね。この業者に委託している排出事業者の方もちゃんと把握して

おく必要がある。

なお、これはあくまでも原則的な規定で、リサイクルを行う場合、豪雪地帯、優良認定を受けてい

る場合等、例外規定も多くあります。

では、今回の宿題は大原則である事業者、すなわち排出事業者が産業廃棄物を保管する時の基準か

ら。

宿題Ｑ

次のうち，事業者が産業廃棄物を排出した事業場において，産業廃棄物が運搬される

までの間，遵守しなければならない保管の基準（産業廃棄物保管基準）として誤って

いるものはどれか。

（１）周囲に囲いを設けなければならない

（２）見やすい箇所に掲示板を設置しなければならない

（３）屋内に保管する場合は，高さの規定は適用されない

（４）産業廃棄物の種類に応じ保管期間が規定されている

（５）産業廃棄物が飛散，流出，地下浸透しないようにしなければならない

※問題、解説は拙著「廃棄物処理法問題集」からの転載です。
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～コラム～

１３

代表者：弁護士 佐藤 泉

〒 ‐ 東京都中央区銀座 丁目 鈴常ビル 階

〇行政処分の指針（通知）改訂

環境省は 月 日、廃棄物処理法運用に関する「行政処分の指針について（通知）」の改訂を公表

しました。

この通知は、欠格要件の判断、改善命令及び許可取消し、措置命令等の運用について、環境省の見

解を示す重要なものです。今回の改訂は、成年被後見人が欠格要件から徐外されたことを受けての

ものです。しかし、内容をみると、不適正処理事案への対応強化を要請する内容となっています。

特に、許可業者に破産手続きが開始した場合、取消し逃れの廃止届があった場合には、管轄行政に

対し適切な対応を求めています。また、廃棄物該当性の判断が都道府県間で異なる場合には、環境

省への相談を提案しています。さらに、排出事業者に対して放置された廃棄物等に関する支障除去

を求める場合、法第 条の 措置命令）を根拠とするべきであり、法第 条の 第 項（マニ

フェストに関する勧告・命令）は適用されないことを示唆しています。

（佐藤泉法律事務所ホームページ 令和 年 月 日掲載）

〇コーポレートガバナンス・コードの改定

年 月 日、コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂が

公表されました。サステナビリティに関する情報の開示を求める重要な改訂です。

企業は、持続的な成長のために、自主的取組みを進めるとともに、その状況を開示することが期待

されています。この役割を明確にするため、金融庁と東証を含む日本取引所グループは、上場企業

のガバナンスに求められる原則や指針を作成し、必要に応じて改訂しています。

今回の改訂では、取締役会の機能発揮、中核人材における多様性の確保、サステナビリティを巡る

課題への取組みなどが対象となっています。特に気候変動とサステナビリティに関する自主的取

組みの開示は重要です。世界の機関投資家が、環境及び人権に関する企業の自主的取組み状況を監

視する時代となっています。

（佐藤泉法律事務所ホームページ 令和 年 月 日掲載）

〇環境デュー・ディリジェンス関連の 海外法規制やガイダンスに関する最新動向

環境省は 年 月、環境デュー・ディリジェンス関連の海外法規制やガイダンスに関する最新

動向をとりまとめて公表しました。

環境デュー・ディリジェンスとは、企業が環境側面で社会的な責任を果たすことであり、そのため

のプロセスを確立し、継続的に実行していくことです。地球環境問題に対応するためには、自社の

環境マネジメントだけではなく、サプライチェーン・バリューチェーン全体における健全性が必要

となります。 では、環境及び人権に関するデューデリジェンスを求める規制が強化されており、

日本企業に与える影響も大きくなっています。日本の法律を守ればよい、という時代が終わりつつ

あります。

（佐藤泉法律事務所ホームページ 令和 年 月 日掲載）
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～相談事例～ 

１４

こんな時、どうするの？ 廃プラスチック類を洗浄して燃料化

今月号も、協会にあった相談事例を紹介します。

（内容）

飲食店から排出される廃プラスチック類は、塩分が多く付着していてそのままでは再利用でき

ませんが、これを洗浄して塩分を除去し、圧縮固化すると燃料として再利用できます。この製造

過程で汚水が発生しますが、この汚水の排水基準は何が適用されますか。

（回答）

河川や湖沼など公共用水域へ汚水を排出する場合は、各河川などに設定された環境基準を達成す

るために、水質汚濁防止法に基づき、汚水を発生させる施設を特定施設として定め、排水基準が定

められています。また、栃木県特有の汚水を発生させる施設についても条例で県独自の特定施設が

定められておりますが、御照会の洗浄施設はどちらの特定施設にも該当しません。従って、具体的

には適用される排水基準はありません。

しかし、汚れた廃プラスチック類（産業廃棄物）を洗浄して固形燃料を製造する場合は、少なく

とも廃棄物処理法に基づき法第 条の処理業の許可が必要になります。栃木県の場合は、栃木県

廃棄物処理に関する指導要綱に基づき、法に基づく許可申請をする前に事前協議が必要になります。

この手続きは、まず、計画の概要を記載した簡単な事業計画書を県に提出し、廃棄物処理法のほか

に必要な手続きの洗い出しを行います。県は事業計画を関係各課に送り、必要な手続きを取りまと

め事業者に教示します。事業者は必要な手続きを確認し、事業を進めるのか断念するのか判断し、

事業を進める場合は、事前協議を行い協議終了後、許可申請を行います。

お尋ねの汚水の基準については、廃棄物の処理基準に、施設を設置する場合は生活環境に影響を

生じないこととありますので、生活環境に影響を生じさせないための基準が適用されると思います。

具体的には、水質汚濁防止法等の規制がかからない場合は、浄化槽法の大臣認定の構造基準（

㎎/ℓ）を参考にされるのではないかと思います。

栃木県の場合、廃棄物処理施設を設置する場合、宇都宮市が中核市になりますので、宇都宮市内

でしたら宇都宮市、それ以外の県内でしたら、施設を設置する場所を所管する環境森林事務所の環

境対策課に、指導要綱に基づく事業計画書を提出し、排水基準やその他関係法令の確認を行って事

業を進めるか判断してください。

廃棄物処理アドバイザリー事業者を募集中！

当協会では、ダイコー事件を発端に排出者責任が強化されたことから、排出事業者の委託

契約、マニフェストの運用、廃棄物処理法第 条第７項に定める処理状況現地確認等に際し、

支援、助言を行う事業を実施しております。（ 月 日現在、 件契約）

詳細につきましては、協会へお問い合わせください。

（主な事業）

〇排出事業者と委託業者の契約書確認（契約内容に漏れがないか等）。

〇マニフェスト等の確認（適正に運用されているか、年次報告が提出されているか等）。

〇処分状況の確認（処分業者の事業場へ出向き、契約書、マニフェスト、処理状況を確認）。

〇処理施設の増設。更新等手続きの指導、助言等。

（その他）

〇契約期間は１年間。

〇料金は１事業所、※年間１０万円。（当協会の正会員及び賛助会員は５万円）

※事業場確認等に係る交通費は、協会の旅費規定により別途料金が発生いたします。
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〇処理施設の増設。更新等手続きの指導、助言等。

（その他）

〇契約期間は１年間。

〇料金は１事業所、※年間１０万円。（当協会の正会員及び賛助会員は５万円）

※事業場確認等に係る交通費は、協会の旅費規定により別途料金が発生いたします。
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～協会ニュース～

２２

－組織強化の推進について－

当協会は、産業廃棄物の適正な処理及び再生利用等の事業を通じて生活環境の保全公衆衛生の向

上及び資源の効率的活用を図ることにより、県民の福祉の向上に寄与することを目的とした公益法

人の団体です。協会会員の増強につきましては、協会事務局等において日頃、入会を勧めていると

ころでありますが、 月 日現在、正会員 社・賛助会員 社であり各都道府県協会と比較し

ますと会員数が少ない状況です。会員の拡充は、組織の社会的発言力を強化し業界発展の基礎とな

ります。会員の皆様におかれましても、未加入の処理業者の方へは正会員として、また取引先の排

出事業者の方には賛助会員として、御入会頂きますよう勧誘をお願いいたします。

お問い合わせは、協会事務局まで御連絡ください。

【協会員の皆様へ】 －許可証の変更等について－

当協会では、協会員の皆様からご提出いただいた許可証を基に会員名簿を作成し情報管理を

行っております。この情報を基に、排出事業者等からのお問い合わせがあった際には住所や該

当品目等に応じた会員の紹介を行っております。最新情報を正確に提供させていただくために

も、許可証等会員企業情報に変更があった際には変更届を送付いたしますので当協会までご連

絡ください。

□氏名（法人にあっては名称又は代表者の氏名）又は住所もしくは事業所又は事業

場の所在地を変更したとき（ 又は 番号の変更も含む）

□廃棄物処理法に基づく許可を追加取得、又は変更及び廃止したとき（許可証の写しを添

付）

－ 編 集 後 記 －

東京都や大阪府に発令されている緊急事態宣言が、今月 日まで 週間延長され、埼玉県、神奈

川県、千葉県など 県に発令中のまん延防止等重点措置も同様に延長されました。原因は何なのか、

菅総理によれば、従来型にくらべ感染力が強い英国やインド由来の変異株に置き換わり、対策が感

染者減少につながるまでに以前より時間がかかると説明がありました。オリンピックを来月に控え、

皆さんの行動自粛の効果が表れるのか、ワクチン接種が間に合うのか、感染爆発が起きてしまうの

か、感染拡大が気になります。

ところで、先日、第一生命のサラリーマン川柳ベスト１０が発表されました。昔はうまいことを

言うなと思っていましたが、最近は、身に覚えのあることが増えてきたように感じます。

－ 事務局だより－
☆ ５ 月２５日（火）

公益社団法人全国産業資源循環連合会理事会が 会議において開催され、菊池会長が出席し

ました。

☆ ５ 月２７日（木）

栃木県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会が、栃木県庁研修館において開催され、菊池会長、

山口・神山・山本・加藤副会長、湯澤常務理事が出席しました。

☆ ５ 月２７日（木）

栃木県建設産業団体連合会通常総会が、栃木県建設産業会館において開催され、菊池会長、神

山副会長が出席しました。

☆ ６ 月 １ 日（火）

（更新）収集運搬課程講習会が、宇都宮市のコンセーレにおいて開催され、中指事務局次長と

藤平主査が運営にあたりました。

☆ ６ 月 ４ 日（金）

青年部全体会が、栃木県立美術館普及分館において開催され、五月女部長をはじめ２０名が出

席し、諸課題について協議しました。


